
－75－

第６章　合併関係資料

３．合併協議に関する主要報告事項等

（１）新市の名称候補選定小委員会報告について（報告第31号）

（注）合併協定項目確認前の最終報告抜粋

新市の名称候補については、全国公募（応募総数　6,836点）という方法により幅広いご意

見を頂くとともに、各市町での選考を経ながら絞り込みを行い、その結果、前回の報告のよう

に、表記11点、読みで15種類での中間選考をおこなったところである。

その後、当小委員会におきましては、選定基準である「読み書きが容易」という要件や、当

地域をイメージできる名称としての５つの要件基準である「地理的表現のできる名称」、「歴

史・文化にちなんだ名称」、「地域特徴を表す名称」、「住民の理想・願いにちなんだ名称」、「新

市に相応しい名称」などを基本として、それぞれの個別名称について色んな角度から慎重に検

討、審議をおこなってきたところであるが、この度、最終候補３点の選定が整ったので、参考

資料を添えて次のとおり報告するものである。

①新市の名称候補　最終候補３点（あいうえお順記載）

「 鹿 本 市 」 （かもとし）

「 山 鹿 市 」 （やまがし）

「 熊 北 市 」 （ゆうほくし）

②選考の検討・審議の状況について

○ 小委員会での参考絞込みについて

第７回の小委員会で、検討の際の参考とするために、中

間選考11点の名称候補の中から委員個人ごと３点推薦をお

こなってみることとしたが、その結果について検討をおこ

なった。

その結果、「かもと市」、「新山鹿市」、「まほろば市」につ

いては、推薦がなく、また、「大鹿市」、「鹿五市」について

は、それぞれ１票のみの推薦となったため、これらの名称

については、基本的には除外の方針により検討を進めてい

くこととした。

○ 平仮名の表記についての検討

平仮名の表記については、最近の合併において使用例も

あるが、まだ少数事例にとどまっており、また、平仮名の

名称へは、意味がわからないとか、学術的立場からの批判

も多い状況である。

平仮名による新市名称は、珍しさによるアピール度や書き易さはあるだろうが、漢字と違

って文字による意味表現が出来ないため、選考基準である歴史的、地理的な意味が説明しな

いと分からないこと、また、住所を書く場合等で平仮名交じりでは違和感があるなどの欠点

があるため、選考対象から除外することとした。

新市の名称候補（第２次選考） 
名称小委員会 中間選考　  ※あいうえお順 

新市名称 
　 
 

五　鹿　市 
 
 
　 

大　鹿　市  
 

か も と 市 
 

鹿　本　市 
 

鹿　五　市 
 

城　北　市 
 

新 山 鹿 市 
 

まほろば市 
 

や ま が 市 
 

山　鹿　市 
 

熊　北　市 
 

11点 

ふりがな（読み） 
　 

い つ か し 
いつしかし 
ご　か　し 
ご し か し 
　 

お お か し 
お お が し 

 
か も と し 

 
か も と し 

 
し か ご し 

 
じょうほくし 

 
しんやまがし 

 
まほろばし 

 
や ま が し 

 
や ま が し 

 
ゆうほくし 
 

15種類 
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○「新山鹿市」の「新」についての検討

「新山鹿市」の「新」については、新たな新市発足の意味があるものの、合併後の暫くの

期間はよいだろうが、何十年後においても「新」が付いている名称には違和感が出てくるた

め、選考対象から除外することとした。

○「五鹿市」・「大鹿市」・「鹿五市」と「城北市」・「熊北市」の表記についての比較検討

「五鹿市」については、応募の結果にも表れているように、読みが多数あるため紛らわし

いという大きな欠点がある。

また、「五鹿市」とともに「大鹿市」や「鹿五市」については、「鹿」という文字を新市に

残すことができるため、当地域にとっては、親しみを持てるが、鹿が五つであるからとか、

大きな鹿という単純な意味の組み合わせや、シカゴ市との語呂合わせ等での話題性などにつ

いては、選考基準である歴史文化的経緯や地理的表現等に乏しいと考えられる。

なお、これらの名称への応募を分析してみると、当地域からの応募よりも他地域からの応

募の割合が多い状況となっている。

そこで、これらの名称と「城北市」・「熊北市」との比較検討をおこなったが、「城北市」

や「熊北市」については、熊本城の北や熊本県の北に位置しているという新市の地理的な場

所の表現に優れており、また、両名称に対しては、当地域からの応募割合も高いことから、

当地域にとっては馴染みやすい名称であると考えられ、より選考基準に合致していると考え

られることから、「城北市」と「熊北市」のほうを選考対象として残すこととした。

○「鹿本市」・「山鹿市」の表記についての検討

「鹿本市」と「山鹿市」については、他の新名称と比較して、新市となる新鮮さについて

は劣るものの、歴史文化的経緯による当地域としての馴染み、親しみが大きいと考えられる。

また、それぞれ地理的な位置表現に優れ、新市名称としての対外的な効果も高いなど、選

考基準に合致している点がより多いことや、両名称に対しての当地域からの応募割合が、他

の候補より高いことなどの理由から、最終候補３点には残すべきものとした。

○「城北市」と「熊北市」の表記についての比較検討

「城北市」と「熊北市」については、両名称とも新市の位置の表現において

優れており、新たな名称であることからの新鮮さ、新たな出発への期待感もあり、また、当

地域においても馴染みやすい名称であると考えられる。

しかしながら、城北・城南という表現は、現在においては、行政的にも地域表現として使

用されておらず、城（熊本城）を中心とした考えは、新時代の名称として疑問が残るところ

であり、熊本県の北方に位置するという、全国的な見地からも明確に地理的位置を表現でき

る「熊北市」のほうが、より新市名称として相応しいと判断し、「熊北市」を最終候補３点に

残すこととした。

以上のような検討、審議の結果により、当小委員会としては、「鹿本市」（かもとし）・

「山鹿市」（やまがし）・「熊北市」（ゆうほくし）の３点名称を新市名称の候補とすることで

意見の一致をみたものである。
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③最終報告にあたって

新市の名称につきましては、今後の新市名として永く使用されるということや、各市町名

称への想い、将来的にも住民生活への影響があることなどから、今回の合併における住民の

最大関心事の一つであると思われます。

そういう意味から、当小委員会としましても責任の重大さを感じながら、２月の初回開催

からこれまで10回にわたる会議を開催し、慎重に新市名称候補の選定作業を進めてまいりま

した。

その間、新市の名称の公募にあたりましては、全国各地や当地域の皆様から数多くの応募

をいただきましたし、また、審議にあたっては、各委員から数多くの貴重なご意見とご協力

をいただきましたことに、深く感謝申し上げます。

今後、当協議会におきまして、１つの新市名称が決定されていくわけですが、今後の協議

におきましては、円満なる合意となるよう希望いたしまして、当小委員会の最終報告と致し

ます。

◎報告を受け、協議会での慎重審議の結果、第16回協議会において全会一致で「山鹿市」に決

定。

（２）将来の事務所の位置の取扱いについて（報告第68号）

＜新市の事務所の位置候補地選定委員会＞

新市の事務所の位置候補地選定小委員会においては、９回に及ぶ会議の開催により慎重審議

を行い、然るべき報告がなされた。しかし、将来の事務所の位置の具体化に向けてはより専門

的な検討やリーダーシップによる判断を要すること等により、その後の検討は１市４町の首長、

議長（新市の事務所位置検討会議）による協議の場に引き継がれた。

（注）主要報告抜粋

平成16年11月22日

新市の事務所位置検討会議

（はじめに）

当検討会議は、合併協議会から将来の事務所の位置について具体的検討を進めるよう要請を

受け、昨年７月末以来15回の会議を行い、鋭意検討を進めてきました。その過程は真に困難を

極めましたが、この度一定の結論を得ましたので、下記のとおり報告します。

本件については立場により様々な意見があることは十分承知しておりますが、検討会議とし

ては、協議会の協議決定を前提に、１市４町による円満な合併と新市の新たな発展を期す観点

から調整を進めてきたところです。皆様の御理解をお願い申し上げます。

なお、検討会議では複数の候補地について優先順位を決定しましたが、本報告はその内容を

含んでおりません。新市の責任体制が整わない合併前に公表することで、第三者の投機的な動
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（３）議員の任期及び定数に関する小委員会報告（報告第13号）

（注）合併協定項目確認前の最終報告抜粋

①市町議会議員の任期及び定数に関する意見交換

前回の会議を受け、必要に応じて各市町の関係機関で協議・意見集約し、各委員より意見

聴取をしたところ、次のような意見であった。

○　合併の目的・効果を踏まえ、行財政改革を念頭に置いた経費節減を考慮して、原則選挙の

方式とするが、旧市町単位の最低定数確保・地域間の均衡（各町においては対等）を勘案し、

最初の設置選挙に限り選挙区「選挙区定数 山鹿市14人・鹿北町４人・菊鹿町４人・鹿本町４

人・鹿央町４人（計30人）」を設けるべきである。

※　委員全員の基本的な考え方が、この一つの方向性で一致した。

②市町議会議員の任期及び定数等の取扱いに関する小委員会の方針決定について

これまでの経緯を踏まえた調査及び審議の結果、上記の基本的な方向性を基に、小委員会

としての方針については、

「新市における議会議員の任期及び定数に関する取扱いについては、地方自治法第91条第

１項の規定による条例定数を30人とし、選挙を行う。

ただし、合併後最初に行われる設置選挙に限り、公職選挙法第15条及び同法施行令第９条

の規定による選挙区（旧市町単位定数：山鹿市14人・鹿北町４人・菊鹿町４人・鹿本町４

人・鹿央町４人）を設けるものとする。」

ということで全会一致をもって確認した。

議会の任期及び定数の取扱いについては、実質２ヶ月間という限られた大変短いスケジュ

ールの中で、４回にわたる委員各位の精力的な調査・審議とご協力によりまして、無事に結

論を出すことができました。

選挙区設置による旧市町単位の議員定数において、人口比例によらないながらも意見の一

致を見たのは、正に関係市町の互譲の精神によるものであります。

民意の反映を懸念しつつ、合併の目的でもある行財政の効率化に重きをおいたこの答えが、

真にこの地域で望まれるものであることを確信しながら、これを基に協議会での更なる慎重

審議をお願い申し上げ、小委員会としての最終報告とさせていただきます。

◎報告を受け、協議会で審議の結果、第５回協議会において小委員会報告のとおりに決定。

（４）農業委員会委員の定数補足

農業委員会委員の定数については、選挙による委員定数20人のほか、「農業委員会等に関する

法律」第１２条に基づく選任の委員として、農業協同組合、農業共済組合及び土地改良区推薦

の各３人と議会推薦者４人（以内）とする総数27人の構成となります。
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（８）長の職務執行者等について　（報告第72号）

①長の職務執行者

平成17年１月15日から新たに設置する「山鹿市」の長の職務執行者については、地方自治

法施行令（昭和22年政令第16号）第１条の２第１項の規定に基づく市町長の協議の結果、次

のとおり定められた。

山鹿市長職務執行者　　杉焼　義文

②暫定委員会の委員

「山鹿市」の設置に伴い、関係法令に基づき暫定的に次の３行政委員会の委員となる者に

ついて、各市町の関係行政委員会の合同協議等により、次のとおり予定者が選出された旨の

報告を受けた。

③教育委員会

田中宏（山鹿市）、島北皎誓（鹿北町）、中原哲哉（菊鹿町）、中川徳男（鹿本町）、

佐伯穎二（鹿央町）

④選挙管理委員会

渡邊保之（山鹿市）、白田春生（鹿北町）、冨田淳一（菊鹿町）、池田博禧（鹿央町）

⑤固定資産評価審査委員会

原宏信（山鹿市）、古川憲一（鹿北町）、松本英亮（菊鹿町）、小原國男（鹿本町）、

平川征児（鹿央町）

（９）行政区の名称について （報告第53号） …… 変更となる行政区のみ抜粋して掲載。

（10）新市の市章候補選定審査会の報告について（報告第61号）

（注）最終報告抜粋

※1,204点の全応募作品の中から第１次選考で147作品、第

２次選考で16作品に絞り込み、審査員による意見交換や投票

等による審議検討を行い最終候補５作品と、他団体での類似

デザインがあった場合のための補作３作品を選考した。

※【類似デザイン調査】

○候補５作品については、事務局において、下記の類似デザ

イン調査を可能な限り行った。

現　　行 

下　　町 

中　　町 

福　　原 

五 郎 丸 

現　　行 

福　　原 

新　　市 

鹿北福原 

現　　行 

中　　町 

下　　町 

新　　市 

来民中町 

来民下町 

現　　行 

 

新　　市 

 

現　　行 

五 郎 丸 

新　　市 

菊鹿五郎丸 

新　　市 

山鹿下町 

山鹿中町 

山鹿福原 

山鹿五郎丸 

124行政区 48行政区 38行政区 28行政区 29行政区 

山　鹿　市 鹿　北　町 菊　鹿　町 鹿　本　町 鹿　央　町 

平成16年４月１日現在 



－85－

第６章　合併関係資料

・全国の都道府県章及び市町村章の類似デザイン調査

・特許庁の「電子図書館ＨＰ」による図形商標の類似デザイン調査

・他合併協議会における新市町村章の類似デザイン調査

※審査における考え方

当審査会としては、協議会で決定された募集要項の選考基準を基本としつつ、具体的には、

次に掲げるような視点から総合的に勘案して選考をおこなったところである。

・デザイン的にも優れていること。

・市章であるので、出来るだけ単純でシンプルなデザインであること。

・大人だけでなく、子供にも、覚えやすく、書きや

すいデザインであること。

・色の組み合わせや、色の表現でも市章として相応

しいものであること。

・地域の歴史や自然など、地域の独自性や特徴など

を表現するものであること。

・従来の市章というイメージでなく斬新なデザイン

感覚もあること。

・モノクロ使用でも優れたデザインであること。

・将来でも新鮮さのあるデザインであること。

・新市の未来への発展をイメージするデザインであること

※報告にあたって

新市の市章につきましては、旗などへの使用として今後も永く使用され、新市を象徴する

ものであることから、当審査会としましても責任の重大さを感じながら、慎重に選定作業を

進めてまいりました。

数多くの応募作品から新市に相応しい市章候補を選定していくことについては、素晴らし

いデザインが多数あり、選考に難航したところでございますが、各審査員のご協力をいただ

きました結果、それぞれに優れたデザインである５作品が選出できたものと考えております。

今後、協議会におきまして、１つの市章が決定されることとなるわけでございますが、今

後、決定された市章が、新市の市民から親しまれるとともに、合併のシンボルとなるよう希

望いたしまして当審査会の報告と致します。

◎報告を受け、委員の協議決定には至らず、最終的には協議会委員による投票により決定。

製作趣旨：　山の文字と山鹿灯籠をデザインしたもので

す。伝統がある街はそれぞれを受け継いでい

くことで未来も輝くものになるという願いを

込めました。伝統、文化を守ることこそ、ま

ほろば創生になると思います。

審 査 評：　山鹿灯籠をイメージさせるデザインと色使

いであり、地域の伝統や歴史をアピールでき

る作品である。デザイン的にもまとまりがよ

く安定感のある作品である。
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